
はじめての
障害者雇用セミナー

知っておきたい！障害者雇用の基本

令和７年11月21日(金)
10：00～11：00

定 員：15名

会 場：ハローワーク横浜 2階 小会議室

対象者：障害者手帳を取得、または取得を検討中の求職中の方

※事前にハローワークへの登録をお願いします。

障害者雇用って
何だろう？

就労支援機関？？

【お申込・問合せ】
ハローワーク横浜 専門援助部門（みどりのコーナー）

〒231-0001 横浜市中区新港１-６-１よこはま新港合同庁舎２階

045-663-8609 部門コード46＃
※お問合せの際はお手元に「求職番号」をご用意ください

合理的配慮って
何のこと？

日時

求職者向け
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